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【土木工事の施工管理】
・工事現場の着工から完成引渡しまでの一連の施工管理
（測量等の現場の段取り／現場の工程・品質・安全・原価の管理／打合せや書類作成等の発注者対応／その他諸業務）

北海道紋別郡雄武町字雄武1344番地の7 性 別

転 勤

不 問
資
格
・
免
許

・応募に必要な資格 土木施工管理技士（１級）
・応募に必要な免許 普通自動車免許（AT限定可） 不 問

履歴書提出のうえ面接（WEB面接可）
※ご希望の方には選考要素を含まない会社説明会（WEB可）を実施しています

学 歴

土木技術者（土木施工管理技士１級）

【概要】
当社は1952年（昭和27年）に北海道紋別郡雄武町にて創業し、以来、道路・河川・水道・下水道の建設や橋梁の補修
などを通じて地域の社会基盤整備に貢献して参りました。
2005年からは、世界が必要とする新技術として構造物を破壊せずに検査する非破壊検査装置（CTS：コンクリートテ
スター、BT：ボルトテスター）を研究開発し、国内および世界各国に販売することをもって社会基盤整備に貢献して
います。

【社風・特徴】
・官公庁からの受注比率が高く、毎年の売り上げが安定しています
・従業員が長く在籍しています
・従業員のスキルアップ、キャリアアップを会社が全力で応援します
・雄武町外出身の方、未経験で入社いただいた方、若い方、女性の方が多く活躍しています
・新入社員や若手社員、仕事を覚えている社員をベテラン社員がしっかりと教えるマインドを社内に浸透しています
・有給休暇の取得率が高いです
【土木部技術職の組織構成】
 部長、次長、課長、主任、技術員 計１１名
（６０歳代４名／５０歳代２名／４０歳代１名／３０歳代２名／２０歳代２名）

資本金 2,000万円
〒098-1702

北海道紋別郡雄武町字雄武1344番地の7

雄武高校入口 バス停から 徒歩５分

建設業（土木一式、とび・土工、管、舗装、
    鉄筋、水道施設、解体工事）
道路維持・除雪業務
コンクリート構造物調査業務
非破壊検査装置の研究・開発・製造・販売

昭和27年

転勤無し

求人票 土木技術者（土木施工管理技士１級）
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ニットウケンセツ カブシキガイシャ

日東建設 株式会社

従
業
員
数

企業全体

56人 50人 6人

就業場所 （うち女性）

創 業



３．就業条件

４．待遇・福利厚生
資格手当

管理職手当

住宅手当

家族手当

通勤手当

賞  与

燃料手当

５．その他

お問合せ
採用担当：雄武本社 総務部 大川 高志
電話番号：０１５８−８４−２７１５ ／ ＦＡＸ：０１５８−８８−３０３１
※ホームページお問合せフォームもご利用できます

残業時間

賃金支給日

雇用形態

勤務時間

賃金形態

１５時間〜２０時間／月を想定

翌月１５日（休日の場合は前日）

休  日
有給休暇

雇用期間

初年度 １０日間（最大２０日間）

雇用期間の定めなし

年間１１６日
年間変形カレンダーによる週休２日
大型連休により土曜日の振替出勤あり

７:００〜１７:００（休憩 １２０分）

月 給

昇  給

月額  １．０万円 〜  ３．５万円（家賃の４０％まで）

月額 配偶者（扶養者）１．２万円、子１名につき０．５万円

原則、社有車貸与につき通勤手当なし（駐車場無料）

夏期 基本給の１ヶ月分、冬期 基本給の２ヶ月分（中途採用の年は月割計算あり）

年１回（１０月） 扶養者ありの場合８万円、扶養者なしの場合６万円

原則年１回（ただし、会社の業績および個人の成績により昇給しない場合あり）

退  職  金

保  険  等

移住支援

資格取得支援

定  年 ６２歳

雇用の継続

社宅･寮等

受動喫煙対策

福利厚生等

備  考
予定する基本給や固定残業手当、年収は面接後に決定致します。
面接（WEB可）および選考要素を含まない会社説明会（WEB可）をご希望の方はお気軽にご連絡下さい。

手
 
当

正社員 試用期間 ３ヶ月間（勤務条件や待遇は試用期間後も同じ）

月額  ０．５万円 〜  ３．２万円

月額  １．０万円 〜  ２．０万円

７０歳まで継続（条件により延長あり）

なし（公営住宅等を紹介します）

屋内喫煙室あり・屋外喫煙室設置

健康診断年１回実施
社用車貸与、携帯電話貸与、ノートPC貸与、作業服および防寒服支給
親睦会（歓迎会、バーベキュー等）あり

退職金制度あり（勤続１年以上）

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

採用に至った際に引越が必要な場合は引越費用の全額を会社が負担（但し３０万円迄）

会社で必要な資格や免許を取得するための費用を全額会社が負担


